
留学中の遵守事項（承諾事項）                                                         2023年 10月時点 

 以下は、立命館大学の海外留学プログラムに参加する際の最も基本的な承諾事項です。この他に、プログラムごとに独自の遵守・注意事

項がありますので、それらすべてをよく理解してプログラムに参加してください。また、父母等にも応募前に十分に説明をしておいてください。 

 
１．プログラム参加手続の履行 

(1) プログラム申込金および実習費ならびにその他諸経費は、指定の期日までに納入

すること。指定の期日までにプログラム申込金、実習費等の納入がない場合、プログ

ラム参加を辞退するものとみなす場合があること。 

(2) プログラムの合格後は、立命館大学が正当と認める理由以外ではプログラム参加

の辞退はできないことを十分に理解した上で申込手続を行うこと。 

(3) 立命館大学が辞退期限として指定している期日以降にプログラム参加を辞退する

場合、立命館大学によりプログラム参加を取り消された場合、またはプログラムの開

始前後にかかわらず 立命館大学の責に帰さない事由によりやむを得ずプログラム

を中止する場合には、立命館大学に納付したプログラム申込金、当該プログラムへ

の参加にあたり負担した費用、辞退・参加  取消・中止により発生する費用、当該プ

ログラムに関わる派遣先大学・業者が定めるキャンセル料・追加料金について、学生

本人または父母等が負担すること。また、当該支払に際して外貨 から日本円への交

換手数料が発生する場合は学生本人または父母等が負担すること。 

(4) 立命館大学が指定する海外旅行保険および危機管理支援サービス（以下「海外旅

行保険等」と 総称する。）に、留学に係る出発から帰国までの期間加入すること。ま

た、派遣先大学から別途で海外旅行保険等に加入することを指定された場合は、立

命館大学および派遣先大学が指定 するそれぞれの海外旅行保険等に加入するこ

と。 

(5) 立命館大学が指定する往復の航空便、指定旅行代理店、指定査証代行取得業者、

指定宿舎がある場合は、それらを利用することとし、指定の期日までに手続を行うこ

と。指定の期日までに  ビザ、パスポート等の取得ができない場合、プログラム参加

を辞退すること。 

(6) 立命館大学が指定するガイダンスに出席し、指定の期日までに必要な書類を提出

すること。 

(7) 立命館大学の定期健康診断を受診すること。何らかの事情で受診できていなかっ

た場合は、指定の期日までに、別途健康診断を受診すること。 

(8) 医師がプログラムへの参加が困難であると判断した場合、その見解にもとづき、立

命館大学が プログラム参加を認めないことがあること。 

(9) 派遣先大学または派遣先大学が所在する国・地域・自治体が指定する予防接種を、

指定の期日 までに受けること。 

(10)既往症、現在疾患、服薬の状況等について、指定の期日までに立命館大学に申告

すること。また、申告内容に変更があった場合は、速やかに再度申告すること。 

 

２．プログラムに関する諸条件 

(1) プログラム派遣候補者として選抜されることは、派遣先大学での受入を保証するも

のではないこと。また、派遣先大学の事情によっては、受入が許可されない場合もあ

ること。 

(2) 本邦外務省による海外安全情報にもとづき、派遣先国・地域または都市に対して危

険情報および感染症危険情報レベル２以上が発令された場合、立命館大学は派遣

者の生命・身体の安全を  最優先し、原則、派遣の中止を判断する。派遣中止が判

断された時点ですでに留学を開始している者は、本邦外務省や在外公館の勧告・

命令および立命館大学の指示に従い、安全を確保した うえで速やかに日本に帰国

すること。 

また、危険情報または感染症危険情報レベル１以上が発令されている（例外としてプ

ログラムが実施または継続する場合も含む。）、もしくは発令がされていない場合でも、

派遣者の安全確保または学習の継続が保証できないと立命館大学が判断した場合

は、派遣の中止および早期の帰国を命ずることがある。 

(3) プログラム参加中、緊急に医療手当てまたは手術の必要が生じた場合、学生本人

および父母等の個別同意がなくとも、立命館大学または派遣先大学の担当者の判

断によって処置されることがあること。 

(4) 医師による診断にもとづき、プログラムの継続が困難であると立命館大学が判断し

た場合、立命館大学の帰国措置の指示に速やかに従うこと。 

(5) プログラムが定める教育上の目的が達成できず、留学プログラム参加の継続が困

難であると 立命館大学が判断した場合、立命館大学の帰国措置の指示に速やか

に従うこと。 

(6) 帰国措置を受けたとき、または自己都合によりプログラムを中止したとき、これに伴っ

て発生する帰国費用等は学生本人または父母等が負担すること。 

(7) プログラム参加にあたり立命館大学から奨学金の給付を受けていた場合、当該奨

学金の規程にもとづき、プログラム参加を中止する等の理由により、奨学金の全部ま

たは一部の返還を求められることがあること。 

(8) プログラム参加に伴う渡航期間が、立命館大学における講義・補講、定期試験、追

試験等と重なった場合、特別な配慮は行われないこと。 

(9) ホームステイでは、１家庭に複数名の学生が滞在する場合があること。寮・ホテルで

は、１部屋に複数名の学生が滞在することが基本となること。 

(10)プログラム参加にあたり、滞在先、航空券等の諸手続、手配等を自身で行わなけれ

ばならない プログラムについては、事前に諸手続、手配等について十分確認し、必

ず自身の責任において 遅滞なく行うこと。 

 

３．個人情報取扱いに関する同意 

(1) 立命館大学に届け出た個人情報について、立命館大学が、派遣先大学、事務業務

受託会社、旅行会社、査証代行取得会社、保険会社、保険代理店、危機管理支援サ

ービスを提供する会社、海外用携帯電話レンタルサービスを提供する会社、航空会

社、関係省庁および在外公館に提供し、 プログラム運営や緊急時の対応のために

利用することに同意すること。 

(2) 立命館大学が、プログラム運営のために、派遣先大学等から成績情報、生活情報

等の個人情報の提供を受けることや派遣先大学に成績情報・生活情報等の個人情

報を提供することに同意すること。 

 

４．プログラム参加の責任 

(1) プログラム参加中に発生したトラブルについては、基本的に学生本人の責任におい

て対処すること。 

(2) 学生本人が被った人的・物的損害または自己が派遣先大学もしくは第三者に与え

た人的・物的 損害が、次の①～⑧のいずれかにあたる場合、学生本人または父母

等の責任において対処し、 立命館大学に損害賠償その他のいかなる責任も追及し

ないこと。 

①自然災害、海難、火災、政府や公共団体の指令、戦争、暴動、ストライキ、盗難、隔離、

テロリズム、ハイジャック、航空機事故、交通事故、犯罪、流行病、税関規則、航空機等

の突然のスケジュール変更、その他の不可抗力により生じた損害 

②立命館大学が管理しえない状況で起こった事件または事故により生じた損害 

③法令または公序良俗に反する学生本人の行為により生じた損害 

④学生本人の故意または過失により生じた損害 

⑤プログラムの趣旨・目的から逸脱した学生本人の行為により生じた損害 

⑥学生本人の個人的問題から生じた損害 

⑦学生本人が行った滞在先、航空券等の諸手続、手配等により生じた損害 

⑧２．（２）の派遣の中止により生じた損害 

 

５．規律事項 

(1) プログラムの目的と趣旨を理解し、学習および研究に専念すること。 

(2) プログラム期間中は、日本の法令および立命館大学の諸規則ならびに派遣先大学

が所在する国・地域の法令および派遣先大学の諸規則を遵守すること。 

(3) 立命館大学および派遣先大学の教職員の指示に従うこと。 

(4) 麻薬、向精神薬等日本の法律または派遣先大学が所在する国・地域・自治体の法

律により違法とされる薬物、危険ドラッグ、銃等の所持、使用、購入および日本への

持ち込みはしないこと。 

(5) プログラム参加中に、自動車、オートバイ、船舶、航空機等の運転、操縦および購入

を行わないこと。 

(6) バンジージャンプ、スカイダイビング、スキューバダイビング等危険な行為を行わない

こと。 

(7) 健康管理は自らの責任で行い、常備薬や主治医の紹介状等を現地に持参すること。 

(8) プログラム参加中に、旅行または外泊する場合は、指定の期日までに所定の届出を

立命館大学に行うこと。立命館大学または派遣先大学から計画の変更や中止の指

示があった場合は、それに従うこと。 

(9) プログラム参加中は、立命館大学が指定する報告を遅滞なく行うこと。 

(10)プログラム終了後はすみやかに帰国すること。立命館大学の許可なく、個人的な理

由により滞在期間を延長しないこと。 

(11)渡航期間が 3 か月未満の短期プログラム参加者については、立命館大学の許可

なく、日本または母国への一時帰国・再入国を行わないこと。 

(12)派遣先大学の寮規程もしくは入居した寮の規則またはホームステイ先の規則に従

い、生活すること。 

(13)派遣先大学の授業の録音や録画、写真撮影などは、授業担当者の許可を得ること。 

(14)派遣先国および地域で危機が発生し立命館大学が帰国を命じた場合は、命令およ

び指示に従い安全を確保したうえで速やかに帰国すること。 

 


